
議第３１号 呉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 改正の趣旨 

介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」といいます。）第１１５条

の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」と

いいます。）を実施するに当たり，同条第１項第１号に規定する事業（以下「第

１号事業」といいます。）を実施する事業者の指定等に係る申請に対する審査手

数料の額を定めるものです。 

 

２ 改正の内容 

手数料を徴収する事務及び手数料の額は，現在徴収を行っている介護予防サー

ビス事業者に係る指定等の申請に対する審査の手数料と同様とし，次の表のとお

り定めます。 

手数料を徴収する事務 
手数料の額 

（１件につき） 

総合事業のうち第１号事業を

行う事業者 

「指定の申請」に

対する審査 

１０，０００円 

「指定の更新の申

請」に対する審査 

１０，０００円 

※ 事業者が，現行の介護予防訪問介護相当のサービスと併せてその他の第１

号訪問事業を行う場合には，その他の第１号訪問事業の指定の申請に係る手

数料は徴収しません。 

※ 事業者が，現行の介護予防通所介護相当のサービスと併せてその他の第１

号通所事業を行う場合には，その他の第１号通所事業の指定の申請に係る手

数料は徴収しません。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第１号通所事業も同様です。 

 

３ 施行期日 

公布の日 

 

その他の「第１号訪問事業」 

（緩和した基準によるサービス） 

【指定等申請審査手数料なし】 

介護予防訪問介護 

【指定等申請審査手数料あり】 

   

現行相当の「第１号訪問事業」 

【指定等申請審査手数料あり】 
同等のサービス 

総合事業実施後 
（第１号事業） 

現 行 



４ 新旧対照表        

現行 改正案 

別表第２の２（第２条関係） 別表第２の２（第２条関係） 

介護保険関係 介護保険関係 

 
手数料を徴収する事務 

手数料の額   
手数料を徴収する事務 

手数料の額  

 単位 金額   単位 金額  

 １～24 （略）   １～24 （略）  

    25 介護予防・日常生

活支援総合事業のう

ち第１号事業（以下

「第１号事業」とい

う。）を行う事業者

の指定の申請に対す

る審査  

１ 件 に

つき 

10,000円  

   26 第１号事業を行う

事業者の指定の更新

の申請に対する審査 

１ 件 に

つき 

10,000円  

 

 

 

 

 

 

 

  備考 

   １ この表第２５項に規定する第１号事

業を行う事業者の指定の申請及び第２

６項に規定する指定の更新の申請につ

いて，第１号事業のうち第１号訪問事

業を行う事業者が，地域における医療

及び介護の総合的な確保を推進するた

めの関係法律の整備等に関する法律

（平成２６年法律第８３号）第５条の

規定による改正前の介護保険法（平成

９年法律第１２３号。以下この表にお

いて「旧法」という。）第８条の２第

２項に規定する介護予防訪問介護（以

下「旧介護予防訪問介護」という。）

に相当する第１号訪問事業と他の第１

号訪問事業を併せて行う場合には，旧

介護予防訪問介護に相当する第１号訪

問事業以外の第１号訪問事業の指定の

申請又は指定の更新の申請に対する審

査手数料は徴収しない。 

   ２ この表第２５項に規定する第１号事

業を行う事業者の指定の申請及び第２

６項に規定する指定の更新の申請につ 



 いて，第１号事業のうち第１号通所事

業を行う事業者が，旧法第８条の２第

７項に規定する介護予防通所介護（以

下「旧介護予防通所介護」という。）

に相当する第１号通所事業と他の第１

号通所事業を併せて行う場合には，旧

介護予防通所介護に相当する第１号通

所事業以外の第１号通所事業の指定の

申請又は指定の更新の申請に対する審

査手数料は徴収しない。 

 


